
平
成
元
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
六
号

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項

第
五
号
及
び
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特

例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百
五
十

八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
農
地
貸

付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
貸
付
協
定
の
内
容
）

第
一
条
　
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
第
五
号
イ
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
が

行
う
特
定
農
地
貸
付
け
の
用
に
供
さ
れ
る
農
地
の
管

理
の
方
法

二
　
農
業
用
水
の
利
用
に
関
す
る
調
整
そ
の
他
地
域
の

農
業
と
特
定
農
地
貸
付
け
の
実
施
と
の
調
整
の
方
法

三
　
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
が

市
町
村
に
対
し
て
行
う
貸
付
協
定
の
実
施
の
状
況
に

つ
い
て
の
報
告
に
関
す
る
事
項

四
　
貸
付
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
貸
付
協
定
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の

者
が
行
う
特
定
農
地
貸
付
け
（
生
産
緑
地
法
（
昭
和
四

十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
生
産
緑
地
地
区
の
区
域
内
の
農
地

（
第
一
号
に
お
い
て
「
都
市
農
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
地
方
公
共
団
体
及
び
農
業
協
同
組
合
以
外
の
者
が

都
市
農
地
を
適
切
に
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
市
町
村
が
協
定
を
廃
止
す
る
旨

二
　
法
第
三
条
第
三
項
の
承
認
を
取
り
消
し
た
場
合
又

は
協
定
を
廃
止
し
た
場
合
に
市
町
村
が
講
ず
べ
き

措
置

（
貸
付
規
程
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
地
に
つ

い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
の
種
類

二
　
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
地
に
つ

い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
農
地
の
所
有
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
農
地
に
つ
い

て
取
得
し
よ
う
と
す
る
権
利
の
種
類

（
特
定
農
地
貸
付
け
の
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
　
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変

更
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
地
の
所

在
又
は
面
積
の
変
更
に
伴
う
変
更

二
　
特
定
農
地
貸
付
け
（
地
方
公
共
団
体
の
処
分
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
者
の
募

集
を
公
共
団
体
及
び
公
共
的
団
体
以
外
の
者
に
委
託

す
る
こ
と
と
す
る
変
更

三
　
特
定
農
地
貸
付
け
に
係
る
農
地
の
貸
付
け
の
条
件

の
う
ち
当
該
特
定
農
地
貸
付
け
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

る
権
利
の
種
類
の
変
更

四
　
特
定
農
地
貸
付
け
に
係
る
農
地
の
適
切
な
利
用
を

確
保
す
る
た
め
の
事
務
を
公
共
団
体
及
び
公
共
的
団

体
以
外
の
者
に
委
託
す
る
こ
と
と
す
る
変
更

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
元
年
九
月
十

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
一
五
日
農
林
水
産
省

令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
一
五
日
農
林
水
産

省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農

地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
二
八
日
農
林
水
産

省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
農
地
の
貸
借
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
三
十
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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